
都市再開発法 (昭和44年法律第38号) 第53条第１項の規定により定めようとする金沢駅武蔵北地区第一種市街地再

開発事業 (第三工区・第四工区) の事業計画を縦覧に供するので､ 都市再開発法施行令 (昭和44年政令第232号) 第

３条の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 同法第53条第２項において準用する同法第16条第２項の規定により､ 当該第一種市街地再開発事業に関係の

ある土地又はその土地に定着する物件について権利を有する者は､ 縦覧に供された事業計画について意見があるとき

は､ 縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに､ 金沢市長に対して意見書を提出することがで

きます｡

平成16年８月９日

金沢市長 山 出 保

１ 縦覧期間 平成16年８月10日から同月23日まで

２ 縦覧場所 金沢市此花町３番２号

金沢市都市整備部再開発課

３ 縦覧時間 午前９時から午後５時30分まで
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公 告

(毎月３回 １日 11日 21日発行)

号外第３１号
平成16年 (2004年) ８月９日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所 � � � � �

(題字 山出金沢市長)
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平成16年(2004年)８月９日 印刷 発行人 金 沢 市
平成16年(2004年)８月９日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

印刷者 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 前 川 稔
定価 100円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄


